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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
自
衛
隊
員
の
自
殺
、
殉
職
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
、
①
陸
上
自
衛
官
、

②
海
上
自
衛
官
、
③
航
空
自
衛
官
及
び
④
事
務
官
等
（
防
衛
省
の
事
務
次
官
、
防
衛
審
議
官
、
書
記
官
、
部
員
、
事
務
官
、

技
官
及
び
教
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
別
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
度

①
四
十
八
人

②
十
七
人

③
十
人

④
六
人

平
成
十
六
年
度

①
六
十
四
人

②
十
六
人

③
十
四
人

④
六
人

平
成
十
七
年
度

①
六
十
四
人

②
十
五
人

③
十
四
人

④
八
人

平
成
十
八
年
度

①
六
十
五
人

②
十
九
人

③
九
人

④
八
人

平
成
十
九
年
度

①
四
十
八
人

②
二
十
三
人

③
十
二
人

④
六
人

平
成
二
十
年
度

①
五
十
一
人

②
十
六
人

③
九
人

④
七
人

平
成
二
十
一
年
度

①
五
十
三
人

②
十
五
人

③
十
二
人

④
六
人

平
成
二
十
二
年
度

①
五
十
五
人

②
十
人

③
十
二
人

④
六
人

一



平
成
二
十
三
年
度

①
四
十
九
人

②
十
四
人

③
十
五
人

④
八
人

平
成
二
十
四
年
度

①
五
十
二
人

②
七
人

③
二
十
人

④
四
人

平
成
二
十
五
年
度

①
四
十
七
人

②
十
六
人

③
十
三
人

④
六
人

平
成
二
十
六
年
度

①
四
十
三
人

②
十
二
人

③
十
一
人

④
三
人

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
、
①
十
八
歳
及
び
十

九
歳
、
②
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
、
③
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
、
④
三
十
歳
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
、
⑤
三
十
五

歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
、
⑥
四
十
歳
か
ら
四
十
四
歳
ま
で
、
⑦
四
十
五
歳
か
ら
四
十
九
歳
ま
で
、
⑧
五
十
歳
か
ら
五
十
四
歳

ま
で
、
⑨
五
十
五
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
並
び
に
⑩
六
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の
年
齢
階
層
の
別
に
お
示
し
す
る
と
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
度

①
三
人

②
八
人

③
十
三
人

④
六
人

⑤
十
二
人

⑥
十
人

⑦
十
四
人

⑧
十
四
人

⑨
一
人

⑩
零
人

平
成
十
六
年
度

①
零
人

②
九
人

③
十
九
人

④
十
三
人

⑤
十
六
人

⑥
十
四
人

⑦
十
五
人

⑧
十
人

⑨
四

人

⑩
零
人

二



平
成
十
七
年
度

①
二
人

②
十
三
人

③
十
五
人

④
十
五
人

⑤
十
三
人

⑥
十
一
人

⑦
十
九
人

⑧
十
二
人

⑨
一
人

⑩
零
人

平
成
十
八
年
度

①
二
人

②
八
人

③
十
二
人

④
十
四
人

⑤
九
人

⑥
二
十
五
人

⑦
十
七
人

⑧
十
二
人

⑨

二
人

⑩
零
人

平
成
十
九
年
度

①
四
人

②
十
二
人

③
十
二
人

④
十
人

⑤
十
四
人

⑥
十
五
人

⑦
十
三
人

⑧
八
人

⑨
一

人

⑩
零
人

平
成
二
十
年
度

①
一
人

②
十
二
人

③
三
人

④
十
一
人

⑤
十
六
人

⑥
十
二
人

⑦
十
八
人

⑧
九
人

⑨
一

人

⑩
零
人

平
成
二
十
一
年
度

①
一
人

②
十
一
人

③
十
二
人

④
三
人

⑤
十
三
人

⑥
十
七
人

⑦
十
八
人

⑧
十
一
人

⑨
零
人

⑩
零
人

平
成
二
十
二
年
度

①
一
人

②
九
人

③
十
人

④
八
人

⑤
十
七
人

⑥
十
四
人

⑦
十
二
人

⑧
十
一
人

⑨
一

人

⑩
零
人

平
成
二
十
三
年
度

①
零
人

②
十
二
人

③
十
六
人

④
八
人

⑤
十
四
人

⑥
十
二
人

⑦
十
三
人

⑧
十
一
人

三



⑨
零
人

⑩
零
人

平
成
二
十
四
年
度

①
二
人

②
十
二
人

③
十
二
人

④
十
人

⑤
十
五
人

⑥
十
人

⑦
十
一
人

⑧
十
一
人

⑨

零
人

⑩
零
人

平
成
二
十
五
年
度

①
二
人

②
十
二
人

③
十
二
人

④
十
人

⑤
十
一
人

⑥
十
八
人

⑦
十
人

⑧
六
人

⑨
一

人

⑩
零
人

平
成
二
十
六
年
度

①
一
人

②
六
人

③
十
二
人

④
十
人

⑤
八
人

⑥
八
人

⑦
十
人

⑧
十
三
人

⑨
零
人

⑩
一
人

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
、
①
陸
将
、
海
将
、

空
将
、
陸
将
補
、
海
将
補
又
は
空
将
補
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
、
②
一
等
陸
佐
、
一
等
海
佐
、
一
等
空
佐
、
二
等
陸
佐
、

二
等
海
佐
、
二
等
空
佐
、
三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
又
は
三
等
空
佐
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
、
③
一
等
陸
尉
、
一
等
海
尉
、

一
等
空
尉
、
二
等
陸
尉
、
二
等
海
尉
、
二
等
空
尉
、
三
等
陸
尉
、
三
等
海
尉
又
は
三
等
空
尉
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
、
④

准
陸
尉
、
准
海
尉
、
准
空
尉
、
陸
曹
長
、
海
曹
長
、
空
曹
長
、
一
等
陸
曹
、
一
等
海
曹
、
一
等
空
曹
、
二
等
陸
曹
、
二
等
海

曹
、
二
等
空
曹
、
三
等
陸
曹
、
三
等
海
曹
又
は
三
等
空
曹
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
及
び
⑤
陸
士
長
、
海
士
長
、
空
士
長
、

四



一
等
陸
士
、
一
等
海
士
、
一
等
空
士
、
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
又
は
二
等
空
士
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
の
階
級
の
別
並
び

に
⑥
事
務
官
等
の
別
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
度

①
零
人

②
三
人

③
六
人

④
五
十
四
人

⑤
十
二
人

⑥
六
人

平
成
十
六
年
度

①
零
人

②
三
人

③
十
一
人

④
六
十
九
人

⑤
十
一
人

⑥
六
人

平
成
十
七
年
度

①
零
人

②
七
人

③
八
人

④
六
十
五
人

⑤
十
三
人

⑥
八
人

平
成
十
八
年
度

①
零
人

②
八
人

③
六
人

④
六
十
五
人

⑤
十
四
人

⑥
八
人

平
成
十
九
年
度

①
零
人

②
一
人

③
十
三
人

④
五
十
一
人

⑤
十
八
人

⑥
六
人

平
成
二
十
年
度

①
零
人

②
三
人

③
七
人

④
五
十
四
人

⑤
十
二
人

⑥
七
人

平
成
二
十
一
年
度

①
零
人

②
四
人

③
九
人

④
五
十
四
人

⑤
十
三
人

⑥
六
人

平
成
二
十
二
年
度

①
零
人

②
五
人

③
十
四
人

④
四
十
五
人

⑤
十
三
人

⑥
六
人

平
成
二
十
三
年
度

①
零
人

②
八
人

③
十
三
人

④
四
十
一
人

⑤
十
六
人

⑥
八
人

平
成
二
十
四
年
度

①
零
人

②
一
人

③
十
人

④
四
十
九
人

⑤
十
九
人

⑥
四
人

平
成
二
十
五
年
度

①
零
人

②
四
人

③
十
三
人

④
四
十
五
人

⑤
十
四
人

⑥
六
人

五



平
成
二
十
六
年
度

①
一
人

②
九
人

③
八
人

④
三
十
八
人

⑤
十
人

⑥
三
人

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
、①
病
苦
、②
借
財
、

③
家
庭
、
④
職
務
、
⑤
精
神
疾
患
等
、
⑥
そ
の
他
及
び
⑦
不
明
の
自
殺
の
原
因
の
別
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。平

成
十
五
年
度

①
六
人

②
十
九
人

③
四
人

④
六
人

⑤
十
七
人

⑥
六
人

⑦
二
十
三
人

平
成
十
六
年
度

①
三
人

②
二
十
四
人

③
十
一
人

④
十
人

⑤
二
十
六
人

⑥
七
人

⑦
十
九
人

平
成
十
七
年
度

①
四
人

②
十
七
人

③
十
四
人

④
九
人

⑤
三
十
二
人

⑥
三
人

⑦
二
十
二
人

平
成
十
八
年
度

①
零
人

②
二
十
三
人

③
十
一
人

④
四
人

⑤
二
十
六
人

⑥
十
四
人

⑦
二
十
三
人

平
成
十
九
年
度

①
一
人

②
十
九
人

③
九
人

④
十
二
人

⑤
二
十
七
人

⑥
八
人

⑦
十
三
人

平
成
二
十
年
度

①
二
人

②
十
五
人

③
六
人

④
二
十
二
人

⑤
二
十
五
人

⑥
四
人

⑦
九
人

平
成
二
十
一
年
度

①
零
人

②
十
六
人

③
十
二
人

④
十
八
人

⑤
十
六
人

⑥
十
三
人

⑦
十
一
人

平
成
二
十
二
年
度

①
九
人

②
六
人

③
十
二
人

④
九
人

⑤
十
四
人

⑥
八
人

⑦
二
十
五
人

平
成
二
十
三
年
度

①
二
人

②
三
人

③
十
七
人

④
十
七
人

⑤
十
六
人

⑥
十
二
人

⑦
十
九
人

六



平
成
二
十
四
年
度

①
四
人

②
八
人

③
十
四
人

④
五
人

⑤
三
十
二
人

⑥
八
人

⑦
十
二
人

平
成
二
十
五
年
度

①
一
人

②
五
人

③
五
人

④
八
人

⑤
三
十
六
人

⑥
七
人

⑦
二
十
人

平
成
二
十
六
年
度

①
零
人

②
四
人

③
三
人

④
三
人

⑤
二
十
二
人

⑥
五
人

⑦
三
十
二
人

な
お
、
お
尋
ね
の
「
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
、
航
空
自
衛
官
及
び
事
務
官
等
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
の

別
に
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観

点
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
自
殺
は
、
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
影
響
し
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
原

因
に
つ
い
て
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
多
い
と
考
え
て
い
る
が
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
可

能
な
限
り
特
定
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
含
め
自
殺
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
今
後

と
も
強
力
に
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
者
の
う
ち
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

七



（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
公
務
上
の
災
害
（
以
下
「
公
務
災
害
」
と
い
う
。
）
と
認
め
ら

れ
た
自
衛
隊
員
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
陸
上
自
衛
官
が
七
人
、
航
空
自
衛
官
が
三
人
及
び
事
務
官
等
が

一
人
で
あ
る
。

自
殺
は
、
自
衛
隊
員
の
自
損
行
為
に
よ
る
災
害
の
た
め
原
則
と
し
て
公
務
災
害
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
公
務
の
負
荷
に

よ
り
精
神
疾
患
を
発
症
し
、
当
該
疾
患
が
原
因
で
自
殺
し
た
場
合
は
、
公
務
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
も
の
と
認
め
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
①
陸
上
自
衛
官
、
②
海
上
自
衛
官
、
③
航
空

自
衛
官
、
④
自
衛
官
全
体
及
び
⑤
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
を
十
万
人
当
た
り
で
お
示
し
す
る
と
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
度

①
三
十
二
・
五
人

②
三
十
七
・
九
人

③
二
十
一
・
八
人

④
三
十
一
・
四
人

⑤
十
七
・
一
人

平
成
十
六
年
度

①
四
十
三
・
一
人

②
三
十
五
・
七
人

③
三
十
・
四
人

④
三
十
九
・
三
人

⑤
十
九
・
〇
人

平
成
十
七
年
度

①
四
十
二
・
九
人

②
三
十
三
・
二
人

③
三
十
・
一
人

④
三
十
八
・
六
人

⑤
十
七
・
七
人

平
成
十
八
年
度

①
四
十
三
・
五
人

②
四
十
二
・
一
人

③
十
九
・
四
人

④
三
十
八
・
六
人

⑤
二
十
三
・
一
人

八



平
成
十
九
年
度

①
三
十
四
・
四
人

②
五
十
一
・
四
人

③
二
十
六
・
〇
人

④
三
十
六
・
〇
人

⑤
二
十
・
三
人

平
成
二
十
年
度

①
三
十
六
・
一
人

②
三
十
七
・
二
人

③
二
十
・
三
人

④
三
十
三
・
三
人

⑤
二
十
一
・
七
人

平
成
二
十
一
年
度

①
三
十
七
・
三
人

②
三
十
五
・
〇
人

③
二
十
七
・
一
人

④
三
十
四
・
九
人

⑤
二
十
三
・
六

人
平
成
二
十
二
年
度

①
三
十
八
・
八
人

②
二
十
三
・
五
人

③
二
十
七
・
六
人

④
三
十
三
・
八
人

⑤
二
十
二
・
七

人
平
成
二
十
三
年
度

①
三
十
四
・
八
人

②
三
十
二
・
六
人

③
三
十
四
・
一
人

④
三
十
四
・
二
人

⑤
二
十
・
七
人

平
成
二
十
四
年
度

①
三
十
七
・
六
人

②
十
六
・
四
人

③
四
十
五
・
九
人

④
三
十
五
・
二
人

⑤
十
五
・
九
人

平
成
二
十
五
年
度

①
三
十
三
・
七
人

②
三
十
七
・
五
人

③
二
十
九
・
八
人

④
三
十
三
・
七
人

⑤
二
十
一
・
五

人
平
成
二
十
六
年
度

①
三
十
・
八
人

②
二
十
七
・
九
人

③
二
十
五
・
〇
人

④
二
十
九
・
一
人

⑤
現
在
調
査
中

平
成
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
日
本
国
内
の
成
人
の
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
を
十
万
人
当
た
り
で

お
示
し
す
る
と
、
平
成
十
五
年
は
三
十
二
・
六
人
、
平
成
十
六
年
は
三
十
・
五
人
、
平
成
十
七
年
は
三
十
・
六
人
、
平
成
十

九



八
年
は
三
十
・
一
人
、
平
成
十
九
年
は
三
十
一
・
〇
人
、
平
成
二
十
年
は
三
十
・
一
人
、
平
成
二
十
一
年
は
三
十
・
七
人
、

平
成
二
十
二
年
は
二
十
九
・
四
人
、
平
成
二
十
三
年
は
二
十
八
・
四
人
、
平
成
二
十
四
年
は
二
十
五
・
八
人
、
平
成
二
十
五

年
は
二
十
五
・
四
人
、
平
成
二
十
六
年
は
二
十
三
・
七
人
で
あ
る
。

自
衛
官
の
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
は
、
お
お
む
ね
一
般
職
の
国
家
公
務
員
及
び
日
本
国
内
の
成
人
の
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
よ

り
高
い
数
値
で
あ
る
が
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
自
殺
は
、
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
影
響
し
合
っ
て
発
生
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
の
差
異
の
要
因
等
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
部
隊
別
」
及
び
「
部
隊
の
別
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
三
年
九
月

十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
国
際
連
合
憲
章
の
目

的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議
等
に
基
づ
く
人
道
的

措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
活
動

に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
数
は
、
海
上
自
衛
隊
員
が
延
べ
約
一
万
九
百
人
及
び
航
空
自
衛
隊
員
が
延
べ
約
二
千
九
百
人
の
合
計

延
べ
約
一
万
三
千
八
百
人
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特

一
〇



別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛

隊
員
数
は
、
陸
上
自
衛
隊
員
が
延
べ
約
五
千
六
百
人
、
海
上
自
衛
隊
員
が
延
べ
約
三
百
三
十
人
及
び
航
空
自
衛
隊
員
が
延
べ

約
三
千
六
百
三
十
人
の
合
計
延
べ
約
九
千
五
百
六
十
人
で
あ
り
、
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実

施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
一
号
。
以
下
「
補
給
支
援
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
活
動
に
従
事

し
た
自
衛
隊
員
数
は
、
海
上
自
衛
隊
員
が
延
べ
約
二
千
四
百
人
で
あ
る
。

テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
、
在
職
中
に
自
殺
し
た
自
衛
隊
員
数
は
、
海
上
自
衛
隊
員
が
二
十
五
人
及
び

航
空
自
衛
隊
員
が
零
人
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
、
在
職
中
に
自
殺
し
た
自
衛
隊
員
数
は
、
陸
上

自
衛
隊
員
が
二
十
一
人
、
海
上
自
衛
隊
員
が
零
人
及
び
航
空
自
衛
隊
員
が
八
人
で
あ
り
、
補
給
支
援
特
措
法
に
基
づ
く
活
動

に
従
事
し
、
在
職
中
に
自
殺
し
た
自
衛
隊
員
数
は
、
海
上
自
衛
隊
員
が
四
人
で
あ
り
、
こ
の
四
人
の
中
に
は
テ
ロ
対
策
特
措

法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
、
在
職
中
に
自
殺
し
た
海
上
自
衛
隊
員
二
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。

テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
、
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
又
は

補
給
支
援
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
の
う
ち
、
在
職
中
に
自
殺
し
た
者
の
数
に
つ
い
て
、
原
因
の
別
に

お
示
し
す
る
と
、
病
苦
を
原
因
と
す
る
者
が
零
人
、
借
財
を
原
因
と
す
る
者
が
六
人
、
家
庭
を
原
因
と
す
る
者
が
七
人
、
職
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務
を
原
因
と
す
る
者
が
三
人
、精
神
疾
患
等
を
原
因
と
す
る
者
が
十
四
人
、そ
の
他
が
五
人
及
び
不
明
が
二
十
一
人
で
あ
る
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
自
殺
は
、
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
影
響
し
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
原

因
に
つ
い
て
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
多
く
、
海
外
派
遣
と
の
因
果
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い

と
考
え
て
い
る
が
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
特
定
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
含
め
自
殺
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
強
力
に
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
、
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
又
は

補
給
支
援
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
自
衛
隊
員
の
う
ち
、
在
職
中
に
自
殺
し
た
自
衛
隊
員
で
公
務
災
害
と
認
め
ら

れ
た
自
衛
隊
員
数
は
、
陸
上
自
衛
隊
員
が
三
人
及
び
航
空
自
衛
隊
員
が
一
人
で
あ
る
。

自
殺
は
、
自
衛
隊
員
の
自
損
行
為
に
よ
る
災
害
の
た
め
原
則
と
し
て
公
務
災
害
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
公
務
の
負
荷
に

よ
り
精
神
疾
患
を
発
症
し
、
当
該
疾
患
が
原
因
で
自
殺
し
た
場
合
は
、
公
務
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
も
の
と
認
め
て
い
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

公
務
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
自
衛
隊
員
数
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
で
、
陸
上
自
衛
隊
員
が
千
二
十
五
人
、
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海
上
自
衛
隊
員
が
四
百
十
六
人
、
航
空
自
衛
隊
員
が
四
百
九
人
及
び
内
部
部
局
等
（
防
衛
省
に
属
す
る
機
関
の
う
ち
、
陸
上

自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
を
除
く
。
）
に
所
属
す
る
自
衛
隊
員
が
二
十
四
人
で
あ
る
。
ま
た
、
死
亡
の
原
因

別
で
お
示
し
す
る
と
、
「
車
両
事
故
」
が
三
百
五
十
三
人
、
「
航
空
機
事
故
」
が
五
百
八
十
六
人
、
「
演
習
訓
練
」
が
三
百

九
十
四
人
、
「
艦
船
事
故
」
が
四
十
一
人
及
び
「
そ
の
他
」
が
五
百
人
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
自
衛
隊
の
任
務
及
び
訓
練
等
の
特
性
」
と
自
衛
隊
員
の
公
務
に
起
因
す
る
死
亡
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
自

衛
隊
の
任
務
及
び
訓
練
は
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
平
成
二
十
七
年
五
月
十
四
日
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
記
者
会
見
で
の
発
言
に
つ
い
て
は
、自
衛
隊
発
足
以
来
、

多
く
の
自
衛
隊
員
が
任
務
中
に
公
務
に
起
因
し
て
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
と
の
事
実
を
踏
ま
え
、
自
衛
隊
員
は
こ
れ
ま
で
も
危

険
な
任
務
に
当
た
っ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
、
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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